
 

 

 

第１５４回 船橋市都市計画審議会 

 

 

 
 

報告 １ 

 

津田沼駅北口の開発（津田沼パルコ跡地）について 

（報告） 

 

 

 

 



 



船橋市 建設局
都市計画部 都市計画課

令和８年５月１２日

第１５４回船橋市都市計画審議会

報告１

津田沼駅北口の開発（津田沼パルコ跡地）
について（報告）



■ 位置・地域概況
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○A街区（パルコA館跡地）
所在地：船橋市前原西2丁目18

習志野市津田沼1丁目11
面積：約2,800㎡

船橋市 約2,200㎡
習志野市 約600㎡

○B街区（津田沼ビート）
所在地：船橋市前原西2丁目19

面積：約4,000㎡
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＜凡例＞
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＜凡例＞
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第二種高度地区
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土地区画整理事業区域

市街地再開発事業

地区計画

都市計画道路

都市高速鉄道

計画地

計画地

＜計画地の都市計画＞

○用途地域  ：商業地域

○建蔽率/容積率         ：80 / 600％

○高度地区  ：－

○防火・準防火地域  ：防火地域

○その他の都市計画  ：土地区画整理事業

■ 位置・地域概況
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都市計画法

・地域地区（第８条第１項第４号）

・市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その
街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の
制限を定める。（第９条第２０項）

趣旨

特定街区は、良好な環境と健全な形態を有する建築物を建築し、併せて有効な空地を
確保すること等により都市機能に適応した適正な街区を形成することにより、市街地の
整備改善を図るために定める地域地区である。（都市計画運用指針Ⅳ-2-1-Ⅱ)-Ｄ-8）

船橋市特定街区運用基準

○街区の指定基準（第２章１(１)(２)）
商業地域、近隣商業地域又はその他の用途地域において基準容積率（※）が

300％以上で、かつ、高度地区の指定が無い地域のうち、道路等で囲まれた整っ
た形状の街区で、かつ、その規模が概ね0.2ｈａ以上の街区。商業地域又は近隣商
業地域以外の地域においては概ね0.3ｈａ以上の街区。
※用途地域により決まっている容積率

○指定容積率の最高限度（第２章2(２)ア）
特定街区により指定する容積率（指定容積率）は、基準容積率に1.5を乗じて得

た数値の範囲内であって、かつ、基準容積率に300％（※）を加えて得た数値の
範囲内。
※都市計画マスタープランにおける中心商業地若しくは地域拠点商業地以外は200% 3

■ 特定街区とは



≪特定街区の目的≫
良好な環境と健全な形態を有する建築物を建築し、併せて有効な空地を確

保すること等により、市街地の整備改善を図る。

市街地の整備改善
・地域施設の整備
・文化的施設の整備

※船橋市特定街区運用基準
第２章２（２）イ 指定容積率の特例

～2つの敷地で特定街区を指定した場合の建築物の建築イメージ～
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■ 特定街区とは

有効空地の確保

通常



■ 上位計画

◇船橋市都市計画マスタープラン（R4.11）

まちづくりの目標

 

 

 

個性豊かで魅力ある拠点の形成を通じて、市内外から人が集まり、活発な都市活動

や交流が行われるまちづくりを目指すとともに、交通環境が充実し、日常の買い物等

が便利で住みよいまちづくりを目指します。 

 

 

 

 

自然災害や犯罪等からかけがえのない命を守り、多様な人々がゆるやかにつながり

安心して暮らせるまちづくりを目指すとともに、未来を担う子供や高齢者、障害のあ

る方等、誰もが健康で快適に暮らせるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

恵まれた自然環境の保全・創出や環境負荷の低減に取り組みながら、地域がもつ魅

力を生かし、身近な緑と調和したうるおいが感じられる住宅地や賑わいある商業地、

都市活力を創出する工業地等、将来にわたって個性ある地域が調和したまちづくりを

目指します。 

■全体構想

⚫ 津田沼駅、西船橋駅、北習志野駅周辺においては、駅のターミ
ナル機能と一体となった商業機能等の強化により、商業をはじ
めとする各種地域サービスを行う地域拠点商業地としての形成
を図ります。

⚫ バスとの接続、タクシーや一般車両との連絡、自転車や歩行者
との連絡等を改善し、各鉄道駅の特徴に応じ、駅前広場等の整
備や歩行空間を確保する等、交通結節点としての機能強化を図
ります。

■前原地域

⚫ 津田沼駅周辺を中心に、多くの人々が集い、学生等若者達でに
ぎわう、様々な交流や新たな活動が生まれる便利なまちを目指
します。

⚫ 道路網の整備やバス網の充実を図り、駅にアクセスしやすく乗
り継ぎが便利な交通ターミナル拠点の形成を目指します。

⚫ 津田沼駅周辺においては、若者のまち、文教のまちとしての特
徴を生かしながら、隣接する習志野市と連携を図り、駅のター
ミナル機能と一体となった商業機能等の強化により、魅力と活
力のある「地域拠点商業地」としての活性化を図ります。

⚫ 通勤・通学、買い物等の自転車利用について、駐輪需要に応じ
た駐輪場の利用方法や整備等を検討します。また、民間事業者
と連携・協力して駐輪場の整備促進等を図ります。

⚫ 鉄道駅や人の集まる施設では、エスカレーター、エレベーター
やホームドア、視覚障害者誘導用ブロック、情報案内板を設置
する等、バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮したまち
づくりを進めます。
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■前原地域 地域づくり方針図

地域拠点商業地：駅のターミナル機能と一体となった商業業務機能の強化を図る商業地

津田沼駅

■ 上位計画

◇船橋市都市計画マスタープラン（R4.11）
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広域拠点：高質な都市機能を集積した、活力と魅力があり、広域からの求心力を備えた地区

津田沼駅

■ 上位計画（参考）

◇習志野市都市マスタープラン（H27.3）

■藤崎・津田沼・鷺沼・鷺沼台 地域整備方針図
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●ウォーカブルなまちづくりの実現 ●交通課題の解決

①歩行空間と交通機能の改善により回遊性を高め、人が"めぐる"まちへ。
②商業・業務・住まい・広場等の創出により、賑わいが"めぐる"まちへ。
③暮らし・文化・交流が"めぐる"駅前拠点として、地域のシンボルとなる魅力あるまちへ。

●地域の魅力・賑わいの向上 ●防災と環境整備

４つの方針

駅前の顔となる開発により、人と賑わいが “めぐる” まちづくり

■ 事業コンセプト（事業者案）

～4つの方針により目指すこと～

・人々が集まる「場」をつくり、商業や広場等により「賑わい」や、新しい「コト」を生み出す。
・だれにとっても使いやすく、暮らしを支え、文化が育つ、安全で快適な魅力あふれる駅前拠点。
・駅前のシンボルとなる本計画が、将来にわたり地域の価値を高めていく「経年優化」のまちづくり。
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■ 事業コンセプト（事業者案）
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駅前の顔となる開発により、人と賑わいが “めぐる” まちづくり



■ 今後のスケジュール（予定） 

令和８～９年度

都市計画の手続き等に関する内容については、決定次第、市ホームページや市広報等でお知らせします。
なお、今後の状況により予定が変更となる場合があります。

本日
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案の概要の縦覧以降の都市計画手続きは
船橋市及び習志野市、両市同時に進めます。
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